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内部統制基本方針の一部改定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システムに関する基本方針（内部統制基本方

針）の改定について決議いたしましたので、添付のとおりお知らせいたします。 

以上 



内部統制基本方針

 当会社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社の業務を確保する

ための体制（以下「内部統制」という）を整備する。

１． 取締役及び従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

企業倫理規定をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規定を取締役会及び従業

員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その

徹底を図るため、グループ統括室においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括

することとし、同部を中心に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。法令

上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供と行う手段としてコンプライアン

スホットラインを設置・運営する。なお、法令・定款違反の行為が発見された場合には、

コンプライアンス規定に従って、取締役会に報告の上、必要に応じて外部専門家と協力

しながら対応に努める。

２． 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下「文

書」という。）に記録し保存する。取締役会及び監査等委員である取締役は、文書管理

規程により、常時これらの文書を閲覧できるものとする。

３． 損失の危険（リスク）に関する規程その他の体制

コンプライアンス、災害・事故、環境、品質及び情報セキュリティ等に係るリスクにつ

いては、それぞれの担当部署において、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニ

ュアルの作成・配布等を行うものとし、新たに生じたリスクについては取締役会におい

て速やかに対応責任者となる取締役を定め、対応することとする。また、取締役会は、

毎年業務執行に関するリスクを検証するとともに、リスク管理体制についても必要に

応じて見直しを行う。

４． 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

会社の意思決定方法については、稟議規定において明文化し、重要性に応じた意思決

定を行う。また、職務執行に関する権限及び責任については、業務分掌規定、職務権

限規定その他の社内規程において明文化し、業務を効率的に遂行する。



さらに、これらの業務執行状況について、内部監査室による監査を実施し、その状況

を把握し、改善を図る。

５． 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

グループのセグメント別の事業に関して責任を負う取締役を任命し法令遵守体制、

リスク管理体制を構築する権限と責任を与えるとともに、グループ統括室はこれら

を横断的に推進、管理する。

（１）関係会社規程その他関連規定に基づき、子会社管掌取締役･担当部門を設置し、

子会社から子会社の職務執行及び事業状況を報告させる。

（２）当社及び子会社のコンプライアンス体制の構築を図り、当社及び子会社にお

いて、役職員に対するコンプライアンス教育、研修を継続的に実施する。

（３）当社及び子会社の業務執行は、各社における社内規定に従って実施し、社内

規定については随時見直しを行う。

（４）当社及び当社を直接の親会社とする子会社それぞれにリスク管理担当部門を

設け、各社連携して情報共有を行うものとする。

（５）当社内部監査室は、当社及び子会社の業務全般に関する監査を実施し、検証

及び助言等を行う。

６． 子会社の取締役等の職務の執行にかかる事項の当該株式会社への報告に関する体

制

当社は、グループ管理規程に基づき、子会社の自主性を尊重しつつ、当社における承認

事項及び当社に対する報告事項等を明確にし、その執行状況をモニタリングする。

７． 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）当社は、グループ全体のリスク管理の基本方針を定める。

（２）グループ全体のリスク管理を統括する部署を設置し、担当責任者を置く。

（３）各事業部門長は、リスク管理の基本方針に従い、担当する部門のリスク管理を行

う。

（４）重要な子会社は、リスク管理の基本方針を定め、自らリスク管理を行う。重要な

子会社は、リスク管理の状況について、定期的または必要に応じて、当社に報告をする。

（５）当社直轄の子会社は、その傘下の子会社のリスク管理を統括する。

８． 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制



（１）当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社

グループ内における位置づけ等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行

される体制が構築されるよう、監督する。

（２）当社は、子会社における意思決定について、子会社の取締役会規程、職務権限規

程その他の各種規程に基づき、子会社における業務執行者の権限と責任を明らかにし、

組織的かつ効率的な業務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行う。

（３）当社取締役会は、毎年財務経理部長より報告される財務報告の内部統制計画につ

いての検証を行うとともに、グループ各社と共有する。

９． 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制

（１）当社は、子会社の役職員に対し、法令、定款、社内規程を遵守し、誠実かつ公正

に職務を遂行するためのグループ企業行動規範を浸透させる。

（２）当社は、グループ全体のコンプライアンスの基本方針を定める。

（３）子会社は、グループコンプライアンス基本方針に従い、自らコンプライアンスを

推進する。

（４）重要な子会社は、コンプライアンスの状況について、定期的または必要に応じて、

当社に報告する。

（５）子会社は、当社の定めるコンプライアンスガイドラインを参考に、各社の業務内

容、規模、その他の事情に応じて、コンプライアンス体制の構築を推進する。

１０． 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項

 監査等委員である取締役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、

監査等委員である取締役と協議の上、適任と認められる人員を配置する。

１１． 使用人の取締役からの独立性に関する事項

（１）監査等委員である取締役は、補助使用人に監査業務に必要な事項を命令するこ

とができるものとし、補助使用人は監査等委員である取締役より監査業務に必要な命

令を受けた場合その命令に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令は受けないも

のとする。

（２）補助使用人の人事異動、人事評価等に関する決定は、監査等委員会の同意を要

する。



１２． 監査等委員会のその職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の

確保に関する事項

取締役及び使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力

する。

１３． 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告をする

ための体制

取締役または使用人は、監査等委員会に対して法定の事項に加え当社及び当社グルー

プに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスホットライン

による通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。報告の方法（報告

者、報告受理者、報告時期等）については、取締役会と監査等委員会との協議により

決定する方法による。

１４． 子会社の取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員その他これらのものに相当

する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするた

めの体制

（１）当社は、子会社との間で、あらかじめ、子会社の取締役、監査役、使用人等又は

これらの者から報告を受けた者が、子会社の取締役会もしくは監査役を介して又は直

接に、当社の取締役または使用人等に報告することができる体制を整備する。

（２）当社は、かかる体制により当社の取締役または使用人等が子会社の取締役、監査

役、使用人等またはこれらの者から報告を受けた者から報告を受けたときは、速やかに

当社の監査等委員会に報告する体制を整備する。

１５． 報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを

確保するための体制

（１）内部通報制度の窓口に弁護士を含めるものとし、内部通報があった場合には、当

該弁護士は当社監査等委員会に対して速やかに通報者の特定される事項を除き、事案

の内容を報告する。

（２）通報者の異動、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮することはでき

ず、通報者は異動、人事評価及び懲戒等の理由の調査を監査等委員会に依頼できる。

（３）取締役会は、内部通報の状況及び事案の内容について、定期的に報告を受け、監

査等委員会と協議の上、内部通報制度の見直しを行う。



１６． 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該

職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

 監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用等の

償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行に

ついて生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

１７． その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会と代表取締役社長、代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定す

る。


